
〔参考８〕「信越本線－北陸本線」高速列車の運行継続、拡充の推進について 

（新潟県商工会議所連合会要望書） 
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2014年に上越～糸魚川～富山～金沢間の北陸新幹線が開業されますと、

同区間の北陸本線及び直江津以南の信越本線は並行在来線となり、ＪＲ

の運行体系の見直し等により、「特急北越」等の高速列車の運行が無くな

るのではないかと懸念しております。 

さらに、「特急北越」等が廃止されますと、長岡～柏崎～直江津～糸魚

川区間が高速鉄道網から取り残されることとなり、利便性の著しい低下

により交流が減少し、実質的に県土が分断されて上越と中越・下越との

一体感が失われることとなり、ひいては新潟県全体の活力低下を招く等

様々な悪影響の発生するのではないかと強く憂慮しております。 

つきましては、貴殿のマニフェスト「セカンドステージ創・新潟宣言」

に「信越本線のミニ新幹線化を含む、一般鉄道高速化等を行うとともに

在来線の経営強化について引き続き検討します」との記載がございます

が、それらの早期実現に向けて、右事項についてすみやかにご対応下さ

いますようよろしくお願い申し上げます。 
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１．北陸新幹線金沢延伸開業後の信越本線－北陸本線の高速列車の維

持・拡充について 

 
北陸新幹線開業後も「特急北越」や「快速くびき野」等の高速列

車の運行を維持することは新潟県全体の一体感を維持していくため

には必要不可欠であることから、これらの維持について関係機関等

に対する強い働きかけや県としての必要な対応をお願いいたします。 
また、例えば大阪－富山間を運行している「特急サンダーバード」

の新潟への延伸等信越本線－北陸本線の高速列車の拡充に向けた活

動の展開もお願いいたします。 
 

 

２．日本海縦貫高速鉄道交通体系の構築に向けた「ミニ新幹線、フリー

ゲージトレイン等」の導入について 

 
新潟県の拠点性の強化や県土の均衡ある発展を促進させるために

は、東北から新潟・北陸・近畿に至る日本海縦貫高速鉄道交通体系

の構築も望まれ、その実現には上越新幹線と北陸新幹線とをミニ新

幹線やフリーゲージトレイン等で結び、直通運行を図ることも必要

ではないかと考えられますことから、その実現に向けて調査・研究

組織を設置し(既存組織の活用も含む)、具体的検討を進めていただ

きますようお願いいたします。 

 

 

３．「上越新幹線直行特急早期実現期成同盟会」の拡充による官民一体と

なった推進運動の展開について 

 
現在同同盟会の構成範囲は当該信越本線の沿線地域となっていま

すが、その実現に向けて、活動をより一層広い範囲として全県的な

運動として拡げていく必要があることから、会員の構成を拡大する

等組織改編を図り官民一体となった推進運動を展開していただきま

すようお願いいたします。 
 

以上 
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〔参考資料〕直通運転化の手法（ミニ新幹線、フリーゲージトレイン）について 

 
１．新幹線と在来線の直通運転化の手法について 

 直通運転化：乗換なしで、新幹線～在来線への乗入れを行うこと 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 

標準軌化 ３線軌化 

フリーゲージ

トレイン 

在来線(特急) 新幹線

狭軌 1,067mm 標準軌 1,435mm 

1,067～1,435mm 可変 

在来線は軌間※が

1,067mm、新幹線は

1,435mm と異なる

ため、そのままで

は相互に乗入れす

ることはできない。

※線路の間隔のこと 

軌道側（標準軌に

改軌）の対策により

相互乗入れ可能と

したものがミニ新

幹線である。 

車両側の対策（軌

間可変車輪軸）に

より相互乗入れ可

能としたものがフ

リーゲージトレイ

ンである。 

ミニ新幹線車両

は、大きさ在来線

車両程度、車軸は

標準軌。 

ミニ新幹線

改軌には標準軌化

と３線軌化の２種

類あり、それぞれに

メリット、デメリッ

トがある。 

いずれの手法についても、新幹線（高架）と在来線を

結ぶ区間（アプローチ）が必要となる。 

軌道側には軌間

変換装置が必要

となる。 



1435mm

トンネル建築限界

1067mm

２．ミニ新幹線について 

■改軌（レール幅を改めること）が必要 

 ・狭軌→標準軌化 

  〔メリット〕 

   軌道中心を在来線と同一にすることができるため、 

トンネルや駅ホーム等の改築が不要 

〔デメリット〕 

在来線車両の通行ができないため、他線区からの 

乗入れは不可能 

 
狭軌軌道中心線

 ・狭軌→３線軌化 

〔メリット〕 

在来線車両（狭軌車両）と標準軌車両の通行が可能 

〔デメリット〕 

標準軌と狭軌の軌道中心線がずれることにより、ト 

ンネルや駅ホーム等の施設改築が必要 

 

 ・４線軌化 

   中心線を同一にして４線軌とすることにより、上記 

のメリットを生かす（施設改修不要＋相互乗入れ可 

能）ことができるが、分岐器構造が複雑になるとい 

った技術的な課題から、実用化されていない。 

 

■山形・秋田新幹線で既に実用化 

  ・山形新幹線[山形開業]H4 開業、87.1km 

  ・山形新幹線[新庄延伸]H11 開業、61.5km 

  ・秋田新幹線 H9 開業、127.3km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

トンネル支障
標準軌軌道中心線

184mm

1,067mm
1,435mm

秋田新幹線 

山形新幹線 

□山形・秋田新幹線の位置図48 



 ・山形、秋田新幹線の改軌（軌道区分）の状況は下図のとおり。 

  ・山形新幹線走行区間や秋田新幹線の盛岡～大曲間における在来線の運行には、標準軌

台車による在来線車両が用いられている（他線区からの乗入れ不可）。 
 
 ■山形新幹線の軌道区分■山形新幹線の軌道区分
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■山形新幹線（新庄延伸）の軌道区分■山形新幹線（新庄延伸）の軌道区分
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 ■秋田新幹線の軌道区分■秋田新幹線の軌道区分
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寺
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曲

盛
岡

工事着手前

現在

刈
和
野

 
狭軌
標準軌
３線軌

凡 例

狭軌
標準軌
３線軌

凡 例

 秋
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盛
岡

 
 

秋
田

神
宮
寺

大
曲

刈
和
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吉
川

 出展：東日本旅客鉄道二十年史 
 
 
 ■ミニ新幹線における問題点 
  ・標準軌・狭軌の単線並列化の場合、それぞれ単線運転となるため、線路容量が低下し、

弾力性の低いダイヤとなることが懸念される。 
  ・工事期間中、特に貨物列車の運行区間において輸送確保が可能であるかどうか検討す

る必要がある。 
 

 

３．フリーゲージトレインについて 
■軌間変換装置が必要 

・軌間変換装置の通過速度は 10km/h 程度（通過に約 5 分） 

・在来線部分はそのまま（改良なし）でも通過可能 

■現在の開発状況（H21.5.22 鉄道・運輸機構報道発表資料） 

○新在直通試験 

・試験区間 

有佐(鹿児島本線(在来線))～新八代試験線 

(軌間変換装置)～新八代間(九州新幹線) 

・試験期間 平成 21 年 6 月上旬 

○新幹線走行試験 

・試験区間 新水俣～川内間(九州新幹線) 

・試験期間 平成 21 年 7 月から 12 月 
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■現在の実用化の予定 
九州新幹線（長崎ルート）武雄温泉－諫早間につき「軌間可変電車方式による整備を

目指す」とされた（平成 16 年 12 月 16 日「整備新幹線の取り扱いについて」政府・与党

申合せ）。 

 ■軌間可変技術評価委員会（国土交通省） 

・H22 夏頃をめどに実用化の評価を実施予定 

 ■フリーゲージトレインにおける問題点 
  ・開発中であり、技術的な課題の克服が必要 

 

４．まとめ 

 フリーゲージトレイン ミニ新幹線 

線 路 幅 

（軌間） 
1,067～1,435mm 可変 1,435mm 

車  輌 在来線特急車両と同等（幅約 2.9m） 

最高速度 ミニ新幹線と同等を目標 
130km/h（在来線） 

275km/h（新幹線） 

特  徴 

・軌間変換装置が必要 

・騒音、振動、高速安定性等の技術

的な課題が多い 

・直接乗入れを行う区間の改軌（標

準軌化あるいは３線軌化）が必要 

実  績 なし（技術開発中） 山形、秋田新幹線 

写  真 

  

そ の 他 直通運転化にはアプローチ（在来線と新幹線を結ぶ区間）が必要 
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〔参考資料〕ミニ新幹線における事業スキーム 

 
１．実用化されたミニ新幹線 

 ・山形新幹線[山形開業] 

H4 開業 福島～山形 87.1km 

 ・山形新幹線[新庄延伸] 

H11 開業 山形～新庄 61.5km 

 ・秋田新幹線 

H9 開業 盛岡～秋田 127.3km 

 秋田新幹線 

 

 

 

 

 

 

 
山形新幹線 

 

 

 

 

 

 
□山形・秋田新幹線の位置図

 

２．山形新幹線（山形以南）の事業スキーム 

  ○事業主体 山形ジェイアール直行特急保有株式会社 

  ○事 業 費 福島・山形間（87.1km）520 億円 

（地上工事費 318 億円、車両費 202 億円） 

  （平成 7 年度車両増設に伴い、追加出資：県（10 億円）、山形市（2億円） 

                             最終事業費 559 億円 

  ○事業スキーム図 

金融機関
第三セクター（山J）

施設整備・車両保有
JR東日本

返　済

資金調達

369億円

ﾘｰｽ料

施設･車両

ﾘｰｽ

国 山形県･JR東日本等

補助金約47億円 出資金102億円（県46、市9、JR36等）

 

 

 

 

 

 

  ○県出資：S63,H1,H2,H3 各年度 6.75 億円計 27 億円 

       H7 年度 10 億円追加出資 合計 36 億円 

       （別途企業会計より 10 億円の出資有 見分総出資額 46 億円） 

  ○借入金 

   ・返済原資：JR からの「つばさ」車両リース料、施設使用料 
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３．山形新幹線新庄延伸事業スキーム 

  ○事業主体 東日本旅客鉄道株式会社 

  ○事 業 費 山形・新庄間（61.5km）343 億円 

（地上工事費 278 億円、車両費 65 億円） 

  ○事業スキーム図 
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金融機関
(社)山形県観光物産協会
（旧(財)山形県観光開発公社）

JR東日本

返　済

資金借入

無利子貸付

343億円

補助金139億円

長期借入208.5億円

短期借入

返済343億円
(10年据置10年償還)

山形県 低利融資の斡旋･紹介

 

 

 

 

 

 

  ○県補助金：H9 年度 57.5 億円 H10 年度 42.5 億円 

        H11～H14 年度各 8.5 億円計 34 億円 

        H15 年度 5億円          合計 139 億円 

  ○借入金については平成 22 年度より返済開始、31 年度完済予定 

   （JR から協会に対する返済は平成 20 年度開始） 

 

出典：「山形県の鉄道輸送」（H21.3 山形県鉄道利用・整備強化促進期成同盟会） 

 

 

４．秋田新幹線事業スキーム 

  ○事業主体 地上設備：日本鉄道建設公団 車両：秋田新幹線車両保有(株) 

  ○事 業 費 盛岡・秋田間（127.3km）917 億円 

                   （地上工事費 607 億円、車両費 310 億円） 

  ○事業スキーム図 

 

 

地　元

鉄道整備基金 金融機関

日本鉄道建設公団

JR東日本

融資無利子貸付

譲渡無利子貸付

秋田新幹線車両保有㈱

JR東日本

地元等

金融機関
融資

出資

貸付使用料

【施設工事】 【車両工事】

 
 
 
 
 
 
 

（関係機関からの聞き取りにより、新潟県交通政策課が作成） 

 
 

 


